
令和６年度福島県保育所等安全対策推進研修業務企画提案質問書への回答

No. 質問事項 県回答

1 本公募に福島県の入札資格は必要ですか？ 　必要ありません。

2

仕様書中の
４ 業務内容
　（１）研修の実施
　　　イ 研修内容
　　　（イ）研修時間は 1科目
　とは、どういう意味なのでしょうか？（赤字部分です）

　４（１）イ（イ）について訂正します。「令和６年度福島
県保育所等安全対策推進研修業務委託仕様書の一部訂正につ
いて」を御確認ください。

3

4 業務内容
　(２)研修の企画、運営
　　カ 修了証書の作成、交付　と、
　　ケ 修了証の作成
との違いは何でしょうか？

４（２）カ及びケについて訂正します。「令和６年度福島県
保育所等安全対策推進研修業務委託仕様書の一部訂正につい
て」を御確認ください。

5

4 業務内容
　(２)研修の企画、運営
　　コ その他研修の実施に伴い発生する業務
　　　(イ)研修の募集、周知　　につきまして、
福島県より対象となる団体・施設の連絡先一覧（施設名・住所・電
話番号・fax・メールアドレス）を共有していただくことは可能で
しょうか？

　対象となる施設の連絡先として、施設名、住所、fax番号を
共有いたします。

6
今回の研修内容に加えて、希望者を対象にしたオフラインの研修会
（7時間程度）を実施することは可能でしょうか？

　本研修の趣旨に沿った内容であり、かつ研修の修了要件に
関わらない任意の研修を設定することは妨げませんが、受講
者の負担を考慮し、３０分から１時間程度としてください。
なお、実施する際には、契約時に提出していただく業務実施
計画書に明記し、詳細についての資料を添付してください。
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7
集合研修の実施場所の選定や調整に、福島県にご協力いただくこと
は可能でしょうか？

　集合研修の実施場所の選定や調整は、委託業者様に行って
いただきます。なお、御相談に応じることは可能です。

8
前年度までの参加者から、フィードバックやリクエストが届いてい
ますか？届いていた場合、それを開示していただくことは可能で
しょうか？

　研修終了後に受講者に対してアンケートを実施しているの
で、その結果に基づいて必要な情報を共有することは可能で
す。


